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2.1 事前準備と留意事項 
 

このマニュアルは、大阪市の入札参加資格の申請や変更届を、インターネットを利用して行うため

のものです。 

 

 

 

○事前に準備しておくもの 
 

 申請用のＩＤ・パスワード（システムにて申請・取得） 

 パソコン（大阪市電子調達システムホームページの『動作環境と設定』のとおり） 

 プリンタ（A4 用紙を印刷できるもの。） 

 インターネットの接続環境（ADSL などの常時接続環境を推奨します。） 
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2.2 登録申請の流れ 
 

入札参加資格審査申請の流れを説明します。業者登録（システムで申請）を行わなければ、電子入

札システムを利用して入札等の処理を行うことができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者登録システム ログイン 

入札参加資格申請（業者情報） 入力 

審 査 

承認のお知らせ(メール) 受理 

取得済みのＩＤ・パスワードを利用 

【新規申請する場合】 

仮ＩＤ・パスワード 申請 

仮ＩＤ・パスワード 受理 

【継続申請する場合】 
（大阪市の名簿に登録済みの業者） 

補正指示 依頼 

電子入札システム 利用可能 

変更届（随時） 

※ＩＤ・パスワードがない場合 

ＩＤ・パスワード 再発行 

※入力内容を修正したい場合 

パスワード 変更 

提出書類の印刷／押印、郵送 

新規申請のみ 
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2.3 新規申請の場合（仮ＩＤ・パスワードの申請） 
 

2.3.1 仮 ID・パスワードの申請 
 

大阪市の入札参加資格を初めて申請する場合には、申請者ＩＤとパスワードが必要です。仮ＩＤと

パスワードを申請する手続きを行います。 

 

 

 

(1)ログイン画面より、画面右下の『仮ＩＤ・パスワード申請』をクリックします。 

 

 
 

(2)仮ＩＤ・パスワード申請画面が表示されます。[工事請負]［物品供給等・業務委託］「測量・建設

コンサルタント等」のいずれかを選択し、『進む』ボタンをクリックします。 
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(3)申請者及び書類作成者情報の入力画面が表示されます。各項目に入力・設定し、『進む』ボタンを

クリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地について、大阪府内の際には、市名を入力する必要はありません。

(大阪府外は市名の入力が必要です。また、大阪府堺市、東京 23 区は区名

の入力が必要です。) 

会社形態について、該当する会社形態がない場合は「その他」を選択し、 

社名欄（漢字・カナ）に会社形態及び社名を入力してください。  

【「その他」の入力例】  

社名（漢字） 一般社団法人 ○○○○  

社名（カナ） イッパンシャダンホウジン ○○○○  

※会社形態がある場合は、会社形態を除いて社名のみを入力してください。 

１ 

２ 

注意１ 

注意２ 
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(4)申請者及び書類作成者情報の入力内容確認画面が表示されます。内容を確認し、『ＩＤ発行』ボタ

ンをクリックします。 

 

 
 

(5)申請者情報の入力が完了し、仮ＩＤ・パスワードが発行されます。仮ＩＤとパスワードは、書類

作成者のメールアドレスへメール送信されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで発行されるパスワードは、仮発行のものです。本システムを初

めて利用する際に必ずパスワード変更を行い、本パスワードとします。 

 

仮パスワードの有効期限は、2 週間となっています。パスワードの変

更は、2 週間以内に必ず行ってください。パスワードの変更については、

[2.3.2 パスワードの変更]を参照してください。 
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2.3.2 パスワードの変更 
 

(1)大阪市から発行された仮パスワードは、2 週間以内に必ず変更を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン画面より、大阪市より発行された［申請者ＩＤ］［パスワード］を入力し、『ログイン』ボ

タンをクリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮パスワード発行日より 2 週間を過ぎると、使用できなくなります。 

申請者ＩＤ  工事請負 ［ K（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 

       物品供給等・業務委託 

 ［ B（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 

       測量・建設コンサルタント等 

            ［ Ｃ（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 

申請者ＩＤ・パスワードは全て半角で入力してください。 

パスワードの入力についてエラーメッセージ等が表示される場合は、

メモ帳を起動してパスワードを入力し、文字を確認（アルファベットの

大文字小文字等）してから文字のコピー／貼付けを行ってみてくださ

い。 
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(2)入札参加申請メニューが表示されます。『パスワード及び書類作成者情報変更はこちら』をクリッ

クします。 

 

 
 

 

(3)パスワード及び書類作成者情報変更画面が表示されます。「パスワードの変更を行う」にチェック

を入れ、「現在のパスワード」と「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認）」に入力します。 
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(4)変更内容確認画面が表示されます。内容を確認し、『更新』ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

(5)変更結果画面が表示され、変更処理が終了します。内容の確認後、『メニュー』ボタンをクリック

します。 

 
 

「新しいパスワード」は、8 文字以上 16 文字以内で英字と数字を混

在させてください。 

使用可能な文字は、半角英数字のみです。大文字・小文字は判別され

ますので、ご注意ください。 

「書類作成者」及び「メールアドレス」も合わせて変更することがで

きます。 
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2.4 継続申請の場合 
 

業者登録システムを利用するためには、申請者ＩＤとパスワードが必要です。現在取得しているＩ

Ｄ・パスワードがわからない場合は、再発行の手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 ＩＤ・パスワードがわからない場合 
 

①システムによる再発行 

以前に業者登録システムにログインし、［書類作成者のメールアドレス］を登録していた場合は、

システムより再発行することができます。 

 

(1)ログイン画面より、画面右下の『申請者ＩＤ・パスワードを忘れた方』をクリックします。 

 

 

新規に仮ＩＤ・パスワードの取得はしないでください。継続業者とし

ての扱いができなくなります。 

既に配付されているＩＤ・パスワードがわからない場合は、[2.4.1 

ＩＤ・パスワードがわからない場合]を参照してください。 
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(2)申請者ＩＤ・パスワード再発行画面が表示されます。［識別情報選択（いずれか 1 つを選択）］、[書

類作成者のメールアドレス又は入札連絡メールアドレス]を入力し、『再発行』ボタンをクリック

します。 

 

 
 

【項目説明】 

項 目 名 解  説 

承認番号 入札情報サービスの「入札参加有資格者名簿」に記載さ

れている 6 桁の番号 

申請者ＩＤ 大阪市で取得したＩＤ（K、ＢまたはＣ+ 8 桁の数字） 

到達番号 現在入札参加資格審査中の場合、申請入力時にメールで

通知した番号 

書類作成者のメールアドレス又

は入札連絡メールアドレス 

[書類作成者のメールアドレス] 

本システムにて登録したメールアドレス 

[入札連絡メールアドレス] 

大阪府のシステムで登録したメールアドレス 

※入札情報サービスの「入札参加有資格者名簿」に登

録されていない場合は使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［識別情報選択］と［書類作成者のメールアドレス又は入札連絡メー

ルアドレス］の両方が大阪市に登録されているデータと一致しないと、

再発行されません。 

再発行できない場合は、［②紙による再発行］を参照してください。 
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(3)再発行処理が完了し、申請者ＩＤ・パスワードが発行されます。再発行された申請者ＩＤとパス

ワードは、書類作成者のメールアドレス又は入札連絡メールアドレスへメール送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②紙による再発行 

1 の方法で再発行できない場合は、「ＩＤ・パスワード再発行依頼書」を契約部に提出します。 

 

(1) 申請者 ID・パスワード再発行画面より、『再発行依頼書のダウンロード』をクリックします。 

 

 
 

承認番号は、大阪市電子調達システム システムメニュー『入札情報

サービス』の『入札参加有資格者名簿情報』より、確認することができ

ます。 

ここで発行されるパスワードは、仮発行のものです。必ずパスワード

変更を行ってください。 

 

仮パスワードの有効期限は、2 週間となっています。パスワードの変

更は、2 週間以内に必ず行ってください。パスワードの変更については、

［2.4.2 パスワード及び書類作成者情報変更］を参照してください。 
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(2) ファイルがダウンロードされますので、画面右上のポップアップから「ファイルを開く」をクリッ

クします。 
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 (3)ＩＤ・パスワード再発行依頼書の印刷を行います。必要事項を記入のうえ押印し、契約管財局契 

約部に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細については、依頼書記入要領をお読みください。 

承認番号は、大阪市電子調達システム システムメニュー『入札情報

サービス』の『入札参加有資格者名簿情報』より、確認することができ

ます。 
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2.4.2 パスワード及び書類作成者情報の変更 
 

大阪市から再発行されたパスワードは、2 週間以内に必ず変更を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)ログイン画面より、大阪市より再発行された［申請者ＩＤ］［パスワード］を入力し、『ログイン』

ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードの再発行日より 2 週間を過ぎると、使用できなくなりま

す。 

申請者ＩＤ・パスワードは全て半角で入力してください。 

パスワードの入力についてエラーメッセージ等が表示される場合は、

メモ帳を起動してパスワードを入力し、文字を確認（アルファベットの

大文字小文字等）してから文字のコピー／貼付けを行ってみてくださ

い。 

申請者ＩＤ  工事業者  ［ K（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 

        物品供給等・業務委託 

 ［ B（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 

              測量・建設コンサルタント等 

             ［ C（半角大文字） ＋ ８桁の数字 ］ 
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(2)入札参加申請メニューが表示されます。『パスワード及び書類作成者情報変更画面はこちら』をク

リックします。 
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(3)パスワード及び書類作成者情報変更画面が表示されます。変更がある項目にチェックを入れ変更

入力を行います。パスワード変更の場合は「パスワードの変更を行う」にチェックを入れ、「現在

のパスワード」と「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認）」に入力します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新しいパスワード」は、8 文字以上 16 文字以内で英字と数字を混

在させてください。 

使用可能な文字は、半角英数字のみです。大文字・小文字は判別され

ますので、ご注意ください。 
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(4)変更内容確認画面が表示されます。内容を確認し、『更新』ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

(5)変更結果画面が表示され、変更処理が終了します。内容の確認後、『メニュー』ボタンをクリック

します。 

 

 
 

 

 

 

 



第 2 章 業者登録システムをご利用になる前に 

2.5 帳票の印刷について 

- 2-19 - 

2.5 帳票の印刷について 
 

2.5.1 帳票の印刷 
 

業者登録システムで必要な提出書類の印刷は、ブラウザの印刷機能を利用して行います。印刷が

ページ内に収まらない場合は、余白等を調整します（［2.5.2 印刷設定（余白の設定）］参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷実行後、印刷イメージのウィンドウは『閉じる［×］』ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右クリックして、

メニューを表示

させます。 
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2.5.2 印刷設定（余白の設定） 
 

「その他設定」から設定項目を開き、「余白」を変更して印刷を調整してください。 

 

 

 
 

 

 

「最小」、または「ユーザ設定」を選択

し、右の印刷プレビューにて内容をご

確認の上で印刷を行ってくください。 


